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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

がありましたので、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

  企画政策部  企画政策課 

２ 監査実施日 

  令和２年３月２７日 

３ 監査結果の公表日 

  令和２年４月２３日（平塚市監査委員公表第２号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務については、平塚市財務規

則第３８条第２項により国庫支出金、

地方交付税等の補助又は交付の指令が

あったときは、直ちに調定の手続をし

なければならないとされているが、国

庫支出金において、交付決定後に未実

施の調定手続きがあった。 

平塚市財務規則に則り事務の方法を

再度確認し、今後の事務の執行に当た

り適正な措置を講じられたい。 

 

 

 

（１） 課員全員が平塚市財務規則第３８条 

第２項を再確認し、今後、適正な調定 

手続きを行います。 

 

 

 

     以 上   


